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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月20日(2020.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行う遊技機であって、
　可変表示を実行する可変表示手段と、
　少なくとも可変表示の実行中に、遊技者による調整動作に応じて演出設定を調整可能な
調整手段と、
　第１制御手段と、
　前記第１制御手段と通信可能な第２制御手段と、を備え、
　前記第１制御手段は、
　　所定の場合に、前記第２制御手段に対してリセット信号を第１期間にわたって供給し
、
　　前記第２制御手段と特定の通信ができない期間が特定期間を超えた場合に、当該第２
制御手段に対して前記リセット信号を前記第１期間よりも長い第２期間にわたって連続し
て供給し、
　前記特定の通信は、前記所定の場合に前記リセット信号が前記第１期間にわたって供給
され、前記第２制御手段がリセットされたあとの通信であり、
　前記第２制御手段が発熱により異常となったときに、前記特定の通信ができない期間が
前記特定期間を超え、
　前記第１制御手段は、前記特定の通信ができない期間が前記特定期間を超えた場合に、
前記リセット信号を前記第２期間にわたって供給することで前記第２制御手段の動作を前
記第２期間にわたって停止させ、
　少なくとも前記第２期間において、前記第２制御手段を冷却する冷却手段をさらに備え
る、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００６】
　（Ａ）遊技を行う遊技機であって、
　可変表示を実行する可変表示手段と、
　少なくとも可変表示の実行中に、遊技者による調整動作に応じて演出設定を調整可能な
調整手段と、
　第１制御手段と、
　前記第１制御手段と通信可能な第２制御手段と、を備え、
　前記第１制御手段は、
　　所定の場合に、前記第２制御手段に対してリセット信号を第１期間にわたって供給し
、
　　前記第２制御手段と特定の通信ができない期間が特定期間を超えた場合に、当該第２
制御手段に対して前記リセット信号を前記第１期間よりも長い第２期間にわたって連続し
て供給し、
　前記特定の通信は、前記所定の場合に前記リセット信号が前記第１期間にわたって供給
され、前記第２制御手段がリセットされたあとの通信であり、
　前記第２制御手段が発熱により異常となったときに、前記特定の通信ができない期間が
前記特定期間を超え、
　前記第１制御手段は、前記特定の通信ができない期間が前記特定期間を超えた場合に、
前記リセット信号を前記第２期間にわたって供給することで前記第２制御手段の動作を前
記第２期間にわたって停止させ、
　少なくとも前記第２期間において、前記第２制御手段を冷却する冷却手段をさらに備え
る、
　ことを特徴とする。
（１）上記目的を達成するため、他の態様に係る遊技機は、
　遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　第１制御手段（例えば、第１演出制御基板１２など）と、
　前記第１制御手段と通信可能な第２制御手段（例えば、表示制御部３１のＶＤＰなど）
と、を備え、
　前記第１制御手段は、前記第２制御手段と所定の通信ができない期間（例えば、立ち上
がり信号を受信できない期間など）が特定期間（例えば、１０秒間など）を超えたときに
、当該第２制御手段に対して特定信号（例えば、リセット信号など）を所定期間（例えば
、６０秒間など）にわたって連続して供給する、
　ことを特徴とする。
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